
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

1 個人情報ファイルの名称 建設リサイクル法による届出台帳 

２ 
個人情報ファイルに記録さ
れている本人の数 

☒１，０００人以上    ☐１，０００人未満 

３ 実施機関の名称 平塚市長 

４ 
個人情報ファイルを利用す
る担当課の名称 

建築指導課、環境保全課、固定資産税課 

５ 
個人情報ファイルの利用目
的 

【建築指導課】建設リサイクル法に規定された特定

建設資材の分別解体と再資源化を目的とした建築物

等の解体、新築、増築、リフォーム等工事の届出受

付及び審査のために利用する。また、行政機関等の

関係機関への情報提供に利用する。 

【環境保全課】アスベスト含有建材が使用されてい

る解体工事現場を把握し、アスベスト飛散防止対策

の適正な指導及びパトロールを実施するため。 

【固定資産税課】固定資産税課税事務のため。 

６ 記録項目 

【基本的事項】 

☐1個人番号、☒2氏名、☐3性別、☐4生年月日、 

☐5年齢、☒6住所、☒7電話・FAX、 

☐8メールアドレス、☐9本籍・国籍、☐10顔写真 

【心身の状況】 

☐11身体状況、☐12精神状況、☐13介護状況 

【家庭状況】 

☐14親族関係、☐15婚姻歴、☐16家族状況、 

☐17居住状況、☐18趣味 

【社会生活】 

☐19学業・学歴、☐20職業・職歴、 

☒21地位・役職、☐22資格、☐23成績・評価、 

☐24表彰等 

【経済状況】 

☒25資産状況、☐26収入・所得、☐27賦課状況、 

☐28納付状況、☐29口座情報、☐30取引状況 



 

【その他の項目】 

☒31地名地番 

７ 記録範囲 届出者 

８ 記録情報の収集方法 届出者から窓口または郵送により収集 

９ 要配慮個人情報 ☐含む ☒含まない 

１
０ 

記録情報の経常的提供先 平塚労働基準監督署 

1１ 
開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地 

（名 称）建築指導課 

（所在地）〒254-8686 

平塚市浅間町９－１ 

1２ 個人情報ファイルの種別 

☒法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に 

該当するファイル 

    ☒有 ☐無 

☐法第60条第2項第２号 

 （紙媒体処理ファイ

ル） 

 

 
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイルである旨 

 

 
行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地 

 

 
行政機関等匿名加工情報の
概要 

 

 
作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地 

 

 
作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間 

 

 
記録情報に条例要配慮個人
情報が含まれているときは
その旨 

 

 備   考  

 


